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経理規程 

 

 

第１章 総則 

 

第１条（目的） 

この規程は、一般社団法人日本インターナショナル・サポート・プログラム（以下、

「JISP」）の経理処理に関する基本的な事項を定め、会計に関する取引を、正確かつ

迅速に処理し、団体の財政状態および運営に関し、真実な報告を行うとともに団体

活動の計数的統制を目的とする。 

 

第２条（経理処理の基本原則） 

経理処理にあたっては、公益法人会計基準（平成 20 年基準）に準拠し、適正な経

理処理を行うことを原則とする。 

２ 会計の区分は、公益目的事業に関する会計のみとする。 

３ 事業ごとの経理が必要な場合には、区分経理を行うものとする。 

 

第３条（会計年度） 

会計年度は、4月 1日より、翌年 3月 31 日までとする。 

 

第４条（適用範囲） 

この規程は、JISP におけるすべての経理処理に適用し、経理担当責任者の指示に従

うものとする。 

 

第５条（経理担当責任者の任命） 

理事会は、代表理事を経理担当責任者として任命する。また、経理担当責任者は、

経理担当者を任命する。 

 

第６条（税務） 

経理担当責任者は、必要があれば決算に基づき法人税及びその他の公租公課を計算

し、所定の期日までに所轄税務署に申告する。 

 

第７条（予算） 

経理担当責任者は、団体の効率的運営のために予め定められた運営方針に従い年度

ごとの収支予算を編成し、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会に提出しなけ

ればならない。 

 

第８条（会計監査） 

会計監査は、経理についてその実施状況を検査し、誤差、脱漏、不正の防止と経営

能率への向上を目的として行う。 
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２ 会計監査は、理事会により任命された会計監査人が随時実施する。 

３ 会計監査人は、検査の結果を書面によって代表理事および監事に報告しなければな

らない。 

 

第９条（規程の改廃） 

この規程の改廃は理事会の承認を得るものとする。 

 

 

第２章 勘定科目及び帳票 

 

第１０条（会計伝票） 

当団体固有の取引にあたっては、原則として証憑に従い伝票を作成し、責任者であ

る経理担当責任者またはその代行者の証印を受ける。 

 

第１１条（会計帳簿） 

会計帳簿は主要帳簿である総勘定元帳、仕訳帳のほか、補助簿である現金出納帳を

作成するものとする。 

 

第１２条（取引の処理及び記帳） 

すべての会計取引は、会計伝票によって処理し、それに基づいて会計帳簿に記帳しな

ければならない。 

2 会計書類及び会計帳簿は、経理担当者が作成し、経理担当責任者が承認する。 

 

第１３条（会計書類の発行） 

会計書類は取引の発生を示す証憑書類を添付しなければならない。 

 

第１４条（会計帳簿の管理） 

経理担当者は、毎月末日において各勘定元帳と補助簿を照合し残高との一致を確認

する。 

 

第１５条（会計帳簿の更新） 

会計帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。 

 

第１６条（勘定科目） 

財務会計及び管理会計に必要な勘定科目の設定及び変更は、経理担当責任者が決定

する。 

 

第１７条（保存期間） 

会計帳票及び証憑の保存期間は、10 年間とする。 
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第３章 現金出納 

 

第１８条（金銭現金の範囲） 

この規程において金銭現金とは、現金および預金をいう。 

２ 通貨代用証券は金銭に準ずるものとして取り扱う。 

 

第１９条（現金の出納） 

現金の出納は、会計伝票によって行われなければならない。 

２ 現金の受入・支払は、原則として金融機関にある預金勘定を経由して行う。 

 

第２０条（現金出納専任者） 

現金の出納及び保管責任者は、その責に任じる専任者を置かなければならない。 

２ 現金の出納及び保管責任者は、経理担当責任者が任命する。 

３ 前項の先任者以外の者が受け取った現金は、ただちにこれを専任者に引き渡さなけ

ればならない。 

 

第２１条（手許現金の管理） 

経理担当責任者は、小口の支払いのために現金を保有することが出来る。 

２ 手許現金の保管には、万全の注意を払うとともに、その残高は最小限にとどめなけ

ればならない。 

３ 現金の保有限度額は、経理担当責任者が提案し、理事会が定める。 

 

第２２条（領収書等） 

現金の支払いには、当該支払い先から領収書を受入れ、収納には預り書または領収

書を発行しなければならない。 

 

第２３条（現金の照合） 

現金の在り高は、少なくとも月次で関係帳簿の残高と照合しなければならない。 

 

第２４条（過不足） 

経理担当責任者は、現金に過不足がある場合には、ただちに原因の究明に当たると

ともに、適切な経理処理を行わなければならない。 

 

 

第４章 銀行取引 

 

第２５条（取引口座） 

資金の受払いのため金融機関に預金口座を開設することができる。 

２ 前項の口座の開設、解約は、理事会の決裁を受けなければならない。 

 

第２６条（名義人） 
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金融機関との取引は、代表理事の名義とする。 

 

第２７条（借入） 

金融機関からの借入は、理事会の決済を受けなければならない。 

 

第２８条（残高照合） 

金融機関取引の残高は、毎月一回銀行の記録と照合し、その一致を確認する。 

 

 

第５章 資金運用及び債権債務 

 

第２９条（余裕資金の運用） 

余裕資金の運用は、金融機関の預金のみとする。 

 

第３０条（債権の管理） 

預け金、貸付金、立替金、差入保証金等の金銭債権については、常に残高を把握し、

管理に万全を期さなければならない。 

 

第３１条（回収不能債権の償却） 

回収不能となった債権は、これを償却しなければならない。 

２ 前項の場合、経理担当責任者は、理事会の決裁を受けなければならない。 

 

第３２条（債務の保証） 

債務の保証は、すべて理事会の決議を経なければ、これを行うことができない。 

 

 

第６章 固定資産 

 

第３３条（固定資産の定義） 

この規程において固定資産とは、次の各号のものを含む、耐用年数 1 年以上かつ 1個

もしくは 1組の取得価格が 10万円 以上の財産をいう。 

（1） 有形固定資産 

土地、建物、機械装置、什器備品等 

（2） 無形固定資産 

借地権、借家権、電話加入権、協会基金等 

（3） 投資等 

投資有価証券、長期差入保証金、出資金、長期前払費用等 

 

第３４条（固定資産の取引） 

固定資産の取得、交換、貸借、処分等の取引は、理事会の決裁を受けなければなら

ない。 
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第３５条（償却方法） 

減価償却は、次の方法によって行う。 

（1） 有形固定資産 定率法（ただし、1998年 4 月 1 日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに 2016年 4 月 1 日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法） 

（2） 無形固定資産 定額法 

 

第３６条（保全） 

経理担当責任者は、固定資産管理のため固定資産台帳を作成する。なお、リースを

受けている固定資産についても所有固定資産に準じて「リース物件台帳」を作成す

る。 

 

 

第７章 決算 

 

第３７条（決算の目的） 

決算は、当団体の一定期間の経営成績及び当該期末における財政状態を、計数的に

明らかにすることを目的とする。 

 

第３８条（決算日） 

決算日は、3月 31 日とする。 

 

第３９条（決算） 

経理担当者は、決算日において決算を行ない、決算書類を、経理担当責任者に提出

するものとする。 

 

第４０条（決算書類） 

年度決算において作成すべき書類は、次の各号とする。 

（1） 貸借対照表 

（2） 損益計算書 

（3） 財産目録 

 

 

第８章  経費 

 

第４１条（予算） 

経理予算は、経理担当責任者が、科目ごと、項目ごとに取りまとめ、理事会の決裁

を受けるものとする。 

 

第４２条（管理） 

経費の支出については、一定の限度内で経理担当責任者に権限を付与するものとし、
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権限の範囲については理事会が決定する。 

２ 前項の権限の範囲を超える経費の支出については、その目的、科目、支払い先等を

明記してあらかじめ理事会の決裁を受けるものとする。 

 

第４３条（照合） 

経理担当責任者は、一会計年度ごとに、経費内訳記入帳と証憑等を点検する。 

 

 

 

附 則 

１． この規程は、2020 年 3 月 26日より実施する。 

 

 


